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⽇本保健物理学会シンポジウム令和3年9⽉11⽇WEB開催
変わりつつある医療放射線防護: マネージメントシステムと⽣殖腺防護

・発表者は、放射線審議会・眼の⽔晶体の放射線防護検討部会専⾨
委員、厚⽣労働省・眼の⽔晶体の被ばく限度の⾒直し等に関する検
討会委員を務めておりました。
・開⽰すべきCOI関係にある企業等はありません。



本日の内容

• ICRPの新勧告と国内法令改正
•医療従事者の眼の水晶体の被ばく実態
•医療従事者の眼の水晶体の被ばく線量低減化
•労働衛生関連法令と労働安全衛生マネジメント
システム

2



国際放射線防護委員会(ICRP)が
眼の水晶体等価線量限度を大幅に引き下げた経緯

2011年4月21日
ソウルで開催されたICRP主委員会会合の最終日に
「組織反応に関する声明」を発表（ソウル声明）

2012年8月
ICRP Publication 118を刊行
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国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告
：白内障のしきい値

2012年 ICRP PUBLICATION 118

しきい値 線量限度

組織 症状 急性被ばく 分割被ばく 慢性被ばく 作業者

水晶体 白濁 0.5-2.0 Gy 5 Gy 0.1 Gy/年

水晶体 白内障 5 Gy >8 Gy 0.15 Gy/年 150 mSv/年

しきい値 線量限度

組織 症状 急性被ばく 分割被ばく 慢性被ばく 作業者

水晶体 白内障 0.5 Gy 0.5 Gy 0.5 Gy 20 mSv/年

1984年 ICRP PUBLICATION 41

検出可能な微小混濁は必ずしも視覚障害性白内障に進行しない

全ての微小混濁が視覚障害性白内障に進行するという仮定

低LET・高LET放射線の疫学的知見
(比較的短期間の追跡結果)

低LET放射線の疫学的知見
(比較的長期間の追跡結果)

4



5

1. 2011年4月ICRPソウル声明; 水晶体の等価線量限度を「定め
られた 5 年間の平均で 20mSv/年、かついずれの 1 年において
も 50mSv を超えな い」ことを勧告

2. 2018年（平成30年）3月2日 放射線審議会；眼の水晶体の放
射線防護の在り方について（関係行政機関長に意見具申）

3. 2019年（令和元年）9月24日 厚生労働省 眼の水晶体の被ば
く限度の見直し等に関する検討会の報告書を取りまとめ

4. 2019年（令和元年）12月23日 放射線審議会； 厚労省より基
安 1223 第 3 号をもって電離則改正について諮問

5. 2020年（令和2年）１月24日 放射線審議会答申 （改正内容
は妥当とするも意見を附帯）
1. 医療機関の放射線業務従事者の線量管理を徹底させるた

め、必要な措置 を講じること。
2. 眼の水晶体の等価線量限度に係る経過措置期間中の被

ばくの状況等を 把握し、当審議会に報告すること。
6. 2021年4月電離則等関係法令改正施行

国内法令改正の経緯



眼ỉ水晶体ỉ被ịẪᨂ度ỉ見直Ẳ等Ệ᧙ẴỦ検᚛会 報告書ỉ概要ίᾀὸ

眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会（座長：永井良三自治医科大学学長）において、電離放射線障害防止規則における
水晶体の被ばく限度の見直し等に伴う所要の改正の方向についてとりまとめを行った。

１ 意見具申どおり取り入れることが適当な項჊について

（１）新たな水晶体の等価線量限度の取り入れ

眼の水晶体の等価線量限度を５年間の平均で20mSv/年かつ

いずれの１年においても50mSvを超えないこととすること

が適当。

十分な放射線防護措置を講じても、なお高い被ばく線量を

眼の水晶体に受ける可能性のある者（注１）については、一

定の期間（注２）は、眼の水晶体の等価線量限度を50mSv/年

を超えないこととすることが適当（注３）。

（注１）管理区域において医学的処置又は手術を行う医師のうち、当該業務に欠くことのできない高度の

専門的な知識及び経験を有するものであって、眼の水晶体が受ける等価線量が20mSv/年を超える

おそれのあるもので、かつ、後任者を容易に得ることができない場合等が考えられる。

（注２）一定の期間は、ガイドライン等の周知や専門家の指導等により改善するまでに要する期間や

新たな放射線防護用品が開発されるまでの期間として、約３年が見込まれる。

（注３）事業者は、対象となる労働者について、可能な限り早期に新たな水晶体の等価線量限度を遵守

することが可能となるよう努めることが望ましい。

眼の水晶体に受ける等価線量が、継続的に１年間に20mSv

を超えるおそれのある者に対しては、健康診断の項目の白

内障に関する眼の検査の省略（電離則第56条第３項）は認

めないことが適当。

眼の水晶体の等価線量限度の１年間及び５年間の始期は、

実効線量の１年間及び５年間の始期と同じ日を始期とする

ことが適当。

施行時期は、電離則以外の法令の施行時期と整合を図る

ことが適当。

（２）水晶体の等価線量を算定するための実用量

外部被ばくによる線量の測定を、実効線量及び人体の組

織別の等価線量を算定するため、放射線の種類及びエネ

ルギーに応じて、１ｾ㺻ﾁ㺰ｰﾄ㺷線量当量、３㺮㺶㺰ｰﾄ㺷線量当

量又は70ﾏｲｸ㺹㺰ｰﾄ㺷線量当量のうち適切なものについて行

うことが適当。

眼の水晶体の等価線量を正確に評価するためには、眼の

近傍や全面マスクの内側に放射線測定器を装着して測定

することが適当。

眼の水晶体の等価線量の算定は、放射線の種類及びエネ

ルギーに応じて、１ｾ㺻ﾁ㺰ｰﾄ㺷線量当量、３㺮㺶㺰ｰﾄ㺷線量当

量又は70ﾏｲｸ㺹㺰ｰﾄ㺷線量当量のうちいずれか適切なものに

よって行うこととすることが適当。

眼の水晶体の等価線量の算定及び記録の期間は、３月ご

と、１年ごと及び５年ごとに行うこととすることが適当。

1

電ᅏ則等関係ေᆋ等の見直しのု向
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㸦㸯㸧᪂たなỈᬗ体の➼価⥺㔞㝈度の取り入れに当たって␃ពすべき事㡯
ア 円⁥な᪋⾜のため、十分な周▱を⾜うことがᮃましい。
イ 事ᴗ⪅➼は、ᨺ射⥺㞀害㜵Ṇのための労働⾨⏕対⟇などの取⤌を╔実に㐍めることにより、安全⾨⏕⟶⌮体制を
☜❧することがᮃましい。

ウ 労働基‽┘╩⨫と㒔㐨府┴➼㸦保健ᡤ㸧は、医⒪ᶵ㛵で医師➼が㐺切にᴗ務㐙⾜できるよう᝟報共᭷により㐃ᦠ
を図ることがᮃましい。
㸦ὀ㸧労働基‽┘╩⨫で、「医⒪⌧場において年20mSv㉸㹼50mSvの⿕ばく労働⪅がいる᪨の᝟報」をᢕᥱした場合には、原則として労働基‽┘╩⨫から㒔㐨府┴➼㸦保健ᡤ㸧に᝟報ᥦ供を⾜い、

㒔㐨府┴➼㸦保健ᡤ㸧は、医⒪ἲに基づく❧入᳨ᰝ➼の㝿に、当ヱ᝟報ᥦ供も㋃まえ⑓㝔・デ⒪ᡤにᣦ導を⾜い、⤖ᯝ➼を㐺宜、労働基‽┘╩⨫に᝟報ᥦ供を⾜う。

エ ║のỈᬗ体に受ける➼価⥺㔞が、⥅⥆ⓗに㸯年㛫に20mSvを㉸えるおそれのある⪅に対しては、健康デ᩿の㡯┠
のⓑ内㞀に㛵する║の᳨ᰝ㸦㟁㞳則➨56᮲➨㸯㡯➨㸲号㸧は、║⛉医により⾜われることがᮃましい。

㸦㸰㸧その他␃ពすべき事㡯
ア 国は、ᨺ射⥺㜵ㆤ║㙾➼のᨺ射⥺㜵ㆤᶵᮦによる㜵ㆤ⬟力の強化などのための㛤Ⓨを᥎㐍し、Ỉᬗ体への⿕ばく
⥺㔞が㧗いᴗ務を⾜う事ᴗ⪅が、ᨺ射⥺㜵ㆤタ備のタ⨨やᨵ善による⿕ばく低ῶᥐ⨨をㅮずるためのᨭ᥼を⾜うこ
とがᮃましい。

イ 国は、Ỉᬗ体への⿕ばく⥺㔞が㧗いᴗ務を⾜う事ᴗ⪅が、労働安全⾨⏕マネジメントシステム➼の取⤌を╔実に
㐍め、安全⾨⏕⟶⌮体制を☜❧するためのᨭ᥼を⾜うことがᮃましい。

ウ 国は㛵係⪅➼の協力を得て、ᨺ射⥺ᴗ務従事⪅➼の⟶⌮区域内において受ける⿕ばくによる⥺㔞の 定が㐺切に
実᪋されるよう対⟇をㅮずることがᮃましい。

２ 意見具௥どおり現行యีを維ભすることがจ๒な項჊について

㸦㸯㸧Ỉᬗ体の➼価⥺㔞を⟬定するための実⏝㔞

㸱㺮㺶㺰㺎㺢㺷⥺㔞当㔞による場ᡤに係る 定について、⌧⾜

の制度を⥔ᣢすることが㐺当。

㸦㸰㸧⥭急作ᴗ⪅に係るỈᬗ体の➼価⥺㔞の㝈度について

⥭急作ᴗ⪅に係るỈᬗ体の➼価⥺㔞㝈度について、⌧⾜

の制度を⥔ᣢすることが㐺当。

㸦㸱㸧㝖ᰁ➼ᴗ務に係るỈᬗ体の➼価⥺㔞の㝈度について

㝖ᰁ➼ᴗ務従事⪅に係るỈᬗ体の➼価⥺㔞㝈度について、

⌧⾜の制度を⥔ᣢすることが㐺当。

眼ỉ水晶体ỉ被ịẪᨂ度ỉ見直Ẳ等Ệ᧙ẴỦ検᚛会 報告書ỉ概要ίᾁὸ

眼の఍இഐの๕価಄ᅶ限ีの見඼しに๒たってᅛ意すべき事項について
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○業種別で⾒ると⽔晶体の等価線量が年20mSvを超えるおそれのある分野は、
主に⼀般医療と東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所廃炉作業である。

年線量
区分
（mSv）

⼀般
医療

⻭科
医療

獣
医療

⼀般
⼯業

⾮破壊
検査

研究
教育

20以下 362,519 2,982 15,679 63,638 413 64,032

20超〜
50以下 1,852 0 0 5 0 6

50超〜
100以下 335 0 0 1 0 2

100超〜
150以下 28 0 0 0 0 0

150超 6 0 0 1 0 0

合計 364,740 2,982 15,679 63,645 413 64,040

20超 2,221 0 0 7 0 8

【眼の⽔晶体の等価線量 分布（業種別）】

眼の水晶体の被ばく状況（業種別）

原⼦⼒ 除染
作業

54,445 25,025

0 0

54,446 25,025

1 0

0 0

1 0

0 0

１Ｆ
廃炉
作業※

13,628

0

13,943

315

267

注１

0

※東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所廃炉作業

48

注２ 注３ 注４
注１

等価線量（⽔晶体）は、胸部（⼜は腹部で、⼀般医療などで不均等被ばくの場合には、防護エプロンに覆われていない襟元など）に装着し
た線量計の１ｃｍ⼜は70µｍ線量当量の適切な⽅で評価しているが、防護眼鏡やマスク⾯体等による遮蔽効果は考慮していない。

［単位：⼈］

平成２９年度分（原⼦⼒関係事業者を含まない）
→ 業種分類については事業者名から判断されており、必ずしも正確な業種分類になっていないことに留意が必要
出典：NLだより〔⻑瀬ランダウア株式会社〕、FBNews誌〔株式会社千代⽥テクノル〕
平成２９年度分
出典：福島第⼀原⼦⼒発電所作業者の被ばく線量の評価状況について〔東京電⼒ホールディングス株式会社福島第⼀廃炉推進カンパニーＨＰ〕
平成２９年分
出典：放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量［平成２９年］（東京電⼒ホールディングス(株)福島第⼀原⼦⼒発電所を除く）

除染等業務従事者等の年間関係⼯事件名数及び線量［平成２９年］ 〔公益財団法⼈放射線影響協会ＨＰ〕

注２

注３

注４

第２回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(平成31年2月6日) 欅田尚樹
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⽔晶体
線量

(ｍSv/年)

均等被ばく
管理 不均等被ばく管理
整形
外科

循環器
内科

消化器
内科

消化器
外科

放射線
診断科

整形
外科

泌尿器
科

放射線
科

脳神経
外科

呼吸器
内科

臨床
研修 不明

ND 19.6% 19.8% 24.3% 43.8% 46.0% 54.5% 47.6% 51.4% 43.5% 41.2% 41.8% 32.1%
2.5以下 1.9% 22.3% 28.2% 37.0% 27.0% 26.6% 38.8% 19.0% 29.8% 32.7% 46.5% 25.0%
2.5超〜
５以下 0.0% 8.8% 12.3% 4.1% 5.1% 4.2% 7.8% 4.8% 10.7% 14.7% 7.6% 3.6%
5超〜
10以下 0.0% 15.4% 9.3% 6.8% 11.7% 2.8% 1.9% 13.3% 6.9% 7.1% 2.6% 17.9%
10超〜
20以下 0.3% 18.2% 15.0% 1.4% 4.4% 7.0% 0.0% 8.6% 6.9% 2.8% 0.9% 14.3%
20超〜
50以下 0.3% 15.1% 7.3% 6.8% 5.8% 3.5% 3.9% 2.9% 1.5% 1.4% 0.6% 7.1%
50超〜
100以下 0.0% 0.3% 3.7% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%

⼈数 317 318 301 73 137 143 103 105 131 211 340 28
20超 0.3% 15.4% 11.0% 6.8% 5.8% 4.9% 3.9% 2.9% 2.3% 1.4% 0.6% 7.1%
50超 0.0% 0.3% 3.7% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%

【 眼の⽔晶体の等価線量分布（医師、主要な診療科別） 】

眼の水晶体の被ばく状況（医師、主要な診療科目別）

○ 循環器内科、消化器内科、消化器外科、放射線診断科、整形外科の医師は、
眼の水晶体の等価線量が20mSv/年を超える割合が高い。

○ 循環器内科、消化器内科、整形外科、脳神経外科には、 50mSv/年を超える医
師がいる。

注：全国１７か所の医療機関（国⽴病院機構関連施設）の医師2,207⼈を対象として調査した結果
藤淵俊王、藤⽥克也、五⼗嵐隆元、⻄丸英治、堀⽥昇吾、桜井礼⼦、⼩野孝⼆
⽇本放射線技術学会学術調査研究班による調査（2018年秋季⽇本放射線技術学会秋季学術⼤会発表）

※ 眼の⽔晶体の等価線量は、均等被ばくの場合には胸部（⼜は腹部）、不均等被ばくの場合には頭頸部に装着した線量計の１ｃｍ⼜は70µｍ
線量当量の適切な⽅で評価しているが、防護眼鏡等による遮蔽効果は考慮していない。

第２回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(平成31年2月6日) 欅田尚樹
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医
師

の
水

晶
体

年
間

推
定

線
量

!"#$#%&

!"#$#'&

!"#$#()&防護眼鏡
による低減
約50% 測定位置による

適正化 約36%

10

測定部位の変更と放射線防護の効果の推計（循環器領域）

頚部（Neck badge：頸部ガラスバッジ）と眼の近傍（no shield：防護眼鏡なし、
with shield：防護眼鏡あり)についての水晶体年間推定評価の比較

○ 循環器領域の医師について、防護眼鏡を用いた眼の近傍で測定した眼の水晶体の
等価線量は、頸部で測定した値と比較して有意に低下しており、被ばく低減率は約
68％であった。

（＞0.05）

（＜0.05）

（＞0.05）

被ばく
低減効果
約68%

計12名の医師について、次のとおり計測した。
・ ３名はDOSIRIS（防護眼鏡なし）と頸部ガラスバッジの両方
・ ９名はDOSIRIS（防護眼鏡あり）と頸部ガラスバッジの両方

なお、１箇月分の測定を年間に評価した値が年間推定評価である。

【測定結果】

【測定条件】

第２回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(平成31年2月6日) 欅田尚樹千田浩一, 他 Scientific Reports誌



介入成功例 防護方法の詳細

介入前 介入後

天吊型防護板を用いているが使用方
法が適切ではない。

天吊型
防護板

天吊型
防護板

天吊型防護板を正しく使用している。

第５回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会 欅田委員提出資料
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介入前 介入後

①防護クロスを使用

②防護眼鏡を使用

以下を追加

①透視モードを適切に選択/切り
替えた（15→7.5fps）

防護方法の詳細事例 ERCP

*：頭・頚部個人線量計による算定, **：内視鏡的逆行性胆管膵管造影

透視検査内訳 2018年度(件)

ERCP** 397

医師
水晶体等価線量 [mSv]

2016年度 2017年度 2018年度

消化器内科 22.1* 21.4* 75.3*

第６回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会 欅田委員提出資料
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多重放射線防護の策定
バックバルブマスクの延長チューブ使用

延長チューブ 無し 延長チューブ (20 cm) 有り

• 放射線低減率：31%
• 患者観察は容易に行える
• バックバルブマスクに装着するだけで距離が取れる

13
Nagamoto K, et.a. Occupational radiation dose to the lens of the eye of medical staff who assist in diagnostic CT scans. 
Heliyon. 2021,7(1):e06063. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06063. 



労働基準法 S22(1947)

労働安全衛生法 S47(1972) 政令

省令 労働安全衛生規則
有機溶剤中毒予防規則
鉛中毒予防規則
四アルキル鉛中毒予防規則
特定化学物質等障害予防規則
高気圧作業安全衛生規則
電離放射線障害防止規則
（被ばく限度（実効線量，等価線量），線量の測定，
外部放射線の防護，特別の教育，健康診断等）
酸素欠乏症等防止規則
事務所衛生基準規則
粉じん障害防止規則
機械等検定規則
労働安全衛生コンサルタントおよび

労働衛生コンサルタント規則

労働安全衛生法施行令
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労働衛生関連法令の体系

14



事業者は、単にこの法律で定める労働災
害の防止のための最低基準を守るだけでな
く、快適な職場環境の実現と労働条件の
改善を通じて職場における労働者の安全
と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害
の防止に関する施策に協力するようにしな
ければならない。

安衛法，第３条-1(事業者等の責務)
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○ 労働衛生対策を進めるには、経営トップの指揮の下、衛生管理者、産業医等を中核とした労働衛生
管理体制を確立するとともに、労働衛生教育の徹底による労働衛生活動に対する正しい認識のもとで、
作業環境管理、作業管理、健康管理を総合的に実施することが必要である。

労働衛生の基本的な対策

I 労働衛生管理体制の確立

II 作業環境管理

III 作業管理

IV 健康管理

V 労働衛生教育

労働衛生
の3管理

労働衛生の基本的な対策
（労働衛生の５管理）

労働安全衛生
マネジメントシステム

（リスクアセスメント※を含む）

※ リスク低減措置の優先順位

優先➊ 危険性又は有害性の除去・低減
（例：線量の低い機器の使用等）

優先➋ 工学的対策
(例：防護板の使用等）

優先➌ 管理的対策
（例：教育、ﾏﾆｭｱﾙ整備、配置転換等）

優先➍ 個人用保護具の使用
（例：防護メガネの使用等）

第３回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会 欅田委員提出資料
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有害作業における健康障害の発生経路と防止対策

有
害
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ガス，蒸気，
粉じん，
ヒューム

排泄

蓄積(2)

(3)

(1)

(4) (5)

(6)

(7)
(8)

(1) 製造，使用の中止，有害性の低い物質への転換
(2) 生産工程，作業方法の改良による有害物質の発散防止
(3) 設備の密閉化，自動化，遠隔操作，有害工程の隔離
(4) 局所排気,ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ換気等による汚染物質の拡散防止
(5) 全体換気による汚染物質の希釈排出
(6) 作業環境測定による管理状態のチェック
(7) 作業方法の改善，保護具の使用による人体侵入の防止
(8) 雇い入れ時の特殊健康診断による適正配置の確保
(9) 定期の特殊健康診断による異常の早期発見と事後措置

(9)

作業環境
管理

作業管理

健康管理

作業環境管理，作業管理，健康管理＋労働衛⽣教育
労働衛⽣における３管理 17
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用途に応じて区分

被ばく管理（線量測定の結果）

外部被ばく ： ガラス線量計、
フィルムバッジ、
TLD、ポケット線量計

内部被ばく ： 全身の放射能測定、
(ホールボディーカウンター）

尿中放射能の測定
(バイオロジカルモニタリング）

具体的な措置

作業環境
管理

放射線の遮蔽（防護板等の使用）、放射性物質の封じ込め、空気
中・水中・表面汚染の監視、周辺環境の監視

具体的な措置

作業管理 作業手順の検討、 事前訓練、 防護具の着用
（防護眼鏡の使用）、 遠隔作業、 ロボットの導入

具体的な措置

健康管理
就業前（配置前）健康診断、 定期健康診断
（一般健診と血液、眼（白内障）、皮膚などの特殊健診）、 異常被ばく
時の臨時健康診断、 離職後のフォローアップ

具体的な措置

労働衛生
教育

就業前（配置前）の教育訓練及び
就業後の定期的教育

○ 労働衛生の３管理について、具体的な措置としては防護板等の使用（作業環境管理）、防護眼鏡の
使用（作業管理）、定期健康診断の実施（健康管理）などが当てはまる。

○ 放射線管理における被ばく管理は、用途次第で３管理のいずれにも用いることが可能である。

労働衛生管理（労働衛生の３管理）に基づく放射線管理

具体的な措置

安全衛生管理
体制の確立

（労働者数50人以上の場合）
衛生委員会の設置、産業医・衛生管理者の選任

労働衛生の５管理

労働衛生の３管理

第３回 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会 欅田委員提出資料
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目的を達成するためのマネジメントシステムの骨格

基本⽅針

⽅針の達成に必要な事項

⽬的の達成度に関する⽬標

⽬標を達成するための計画

計画の遂⾏と進捗管理

⽬標の達成度の評価

システムと運⽤の状況に対する監査

⽬的の達成度改善のためのシステムの⾒直し

P

C
D

A

有効なプログラム・体制

⽬標の達成度の評価

システムと運⽤の監査

システムの⾒直し

計画の遂⾏と進捗管理

19
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リスクアセスメントの視点
üリスク：重篤度×可能性
危険性・有害性によって⽣じる恐れのあるケガや疾病の

重篤度と発⽣する可能性の度合い。
} 放射線被ばくにおける重篤度と可能性

A)放射線照射機器の側面

B)診療行為の側面

C)職員の側面

D)昨年の被ばく実績

遮蔽

距離

時間

実績



点数化して、総合リスクを評価

}リスクⅠ：3点 低リスク

}リスクⅡ：4 – 9点 中リスク

}リスクⅢ：10 – 点 高リスク

＜リスク点数＞
総合リスク =  A＋B＋C＋D

A：放射線照射機器、B：診療内容、C：職員、D：昨年の被ばく実績



リスクレベルに応じた管理基準
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リスクⅠ：防護衣1)をつけない（線量計1個）
例1、たまにしか従事しない

例2、核医学・小線源治療 等（防護衣の効果が少ないので通常防護衣を着用しない）

但し、もし防護具を着用する場合は「防護衣の外側」につける。

リスクⅡ：防護衣2)をつける

（線量計2個：防護衣の外と内）

リスクⅢ：防護衣3)と防護眼鏡をつける

(線量計3個：防護衣の外と内と眼の近傍）

1）エプロンタイプ、2）エプロンタイプもしくはコートタイプ、3）コートタイプ



＜マネジメント組織の業務＞
• モニタリング結果の集計
• 放射線業務従事者教育
• 年間計画
• リスク管理計画
• 年間目標
• 放射線業務従事者との協議及び
コミュ二ケーション

• その他の業務

放射線防護マネジメントシステムの概要

専用の線量計で詳細な測定

年間20mSv1）を

超えない
（維持が必要）

年間20mSv1）を

超える可能性有り
（被ばく低減が必要）

個人被ばく情報を

チームで共有

放射線被ばく低減
防護専門チームの介入

想定事象発生時対応要領

システム

監査
監査結果

個人線量計装着状況確認

マネジメント
レビュー

＜基本方針＞
診療において放射線を取扱う職員の放射線被ばくについて法定の線量限度を厳守し、さらには被ばくを可能な
限り低減することを目的とする。この目的を達成するために、関連法令を確実に順守するとともに、法令の規定
がない場合でも適正な基準を適用する。

院長

マネジメント組織

個人線量計でモニタリング年間20mSv1）を超えない値

（3ヶ月の合計が5mSv1）未満）

年間20mSv1）を超える値

（3ヶ月の合計が5mSv1）以上）

放射線業務従事者の

「リスクアセスメント」

1）水晶体等価線量（もしくは実効線量）

業務内容の
評価結果



令和３年度も開催

24



2021/06/07 13:05医師や看護師 医療現場の被ばく管理徹底されない 実態明らかに | 医療 | NHKニュース

1 / 9 ページhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20210606/k10013070951000.html

医師や看護師 医療現場の被ばく管理徹底さ
れない 実態明らかに
2021年6月7日 11時38分  医療

全国の医療機関を対象に厚生労働省が初の被ばく管理の調査を行ったところ、通常、手術
や検査の際に医師らが身につける線量計を3割余りの医療機関が必要な個数を配布してい
ないなど医療現場の被ばく管理が徹底されていない実態が明らかになりました。

医療が高度化して手術や検査で放射線を使う機会が増える中、医師や看護師の被ばくが問
題となっていることから厚生労働省は全国8373の医療機関に管理体制について初めての
調査を行い、6割余りから回答を得ました。

それによりますと、放射線を扱う手術や検査などの際、通常、胸や首元など体の2か所以
上に線量計をつけることが法令で決まっていますが、調査で線量計を2個以上配布してい
るか確認したところ、33.3％の医療機関が必要な個数を配布していないことがわかりま
した。
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